
生活困難を抱えている層の子ども・保護者は相談者
がいない／孤立している傾向がある

東京都内の４市区の小学５年生とその保護者に対する調査（2016年）。

困窮層は低所得・家計の逼迫・子どもの所有物と体験の欠如のうち２つが該当する世帯。周辺層
は１つが該当する世帯。

出所： 東京都 子供の生活実態調査 報告書 （2017.7.31.公表）
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「本当に困ったときや悩みがあるとき、
相談できる人」がいないと答えた割合

友達に相談したり話したりすることが
「ぜんぜん（話さ）ない」と答えた割合


